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太平洋統一機構構想と南太平洋フォーラムの地域協力
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はじめに

本稿は， 1980年に当時のパプア・ニューギニア

（以下， PNG)のチャン (JuliusChan)政権によって

提案された太平洋統一機構 (Organisationof Pa-

cific Unity: OPU)構想(it1)を分析し，それがすで

に成立していた南太平洋フォーラム（以下， SPF)

による地域協力の展開0)なかで，いかなる意味を

持ちえたのか， という問題について，検討を試み

るものである。

SPFは，太平洋島嶼諸国によるフランスの核実

験に対する共同抗議をひとつの菫要な契機とし，

197lif 8月に，太平洋島嶼諸国，オーストラリア，

ニュージーランドを加盟国として成立した地域協

力組織である 'ti2)。この成立経緯にも示されてい

るように， SPFは，以後， 1970年代に，一連の核

問題ht3)や海洋資源問題，貿易問題，脱植民地化

問題などの諸問題をめぐって，フランス，日本，

アメリカ， ECといった域外諸国に対し，活発な

共同行動を展開してきた。こうした対域外共同行

動は，オーストラリア，ニュージーランドの 2カ

国を除き，人口，面積ともに小さく，政治的，経

済的，軍事的に脆弱な極小島嶼発展途卜国である

『アシア粁済』 XXXIV1 (1993.1) 

他のほとんどすべての SPF加盟国にとって．そ

の域外国に対するバーゲニング・パワーを高める

うえで大いに寄与したといえよう。

一方，この時期． SPFの域内協力の分野におい

ては．比較的低レベルにとどまる緩やかな形で地

域協力が進められてきた。これは，たとえば，域

内経済協力を例にとると．大半の太平洋島嶼諸国

の経済基盤が相互補完的というよりは．むしろ相

互競合的であり，統合度の高い協力は困難であっ

たためである。 1970年代初めに自由貿易連合構想

が提案されたが，各国の利害が一致せず，結局は

断念され旧4)，また共同事業の面でも． 77年に太

平洋フォーラム・ライン， 79年には南太平洋フォ

ーラム漁業機関が設立されたが、その設立に平る

までにはかなりの紛糾がみられたい5)。

このようにして SPFの地域協力が展開されて

きたなかで．チャン政権によって提起されたのが，

OPU構想であった。同構想は．太平洋島嶼諸国

の地域としての対外的な発言力をいっそう高める

とともに，より高度な域内統合を目指す政治同盟

構想であった。 OPU構想は， 1982年 7月．提唱

者であるチャン政権の退陣によって．実現するこ

となくついえたが，同構想は SPF地域協力の展

開を考えるうえで．看過することのできない実に

典味深い問題を投げかけたということができる。

以下，本稿では， OPU構想がいかなる背景の

もとに生まれ．どのような内容と目標を持ち，ま

た何ゆえ実現することなく挫折したのか，という
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第 1図太平洋島嶼地域

北マリア／，ぷぷ，

IlISA) 

•.'.•.べ．一.、...． 
ヵい、 • • 

） `  ~ 
可 t.1;,..

ぅ
．． ， 

>- -~ 
・キリパス

＇ ， 
＇［ ←，j : 99•ジ｀’，

ロミ心・：．．
＼ 

・ マーシャ 9しば島

、• 99 A9. ．． 
●~、． ,..、

’̀ ~.. 

,.. 
,,二・’'，}、,999'j ． 

・ク

．．
 

．
 
ンJヽフ

＇ 

ツ，

ヽ

．
 ̂[．̀ 
-9 

ヌ

ュ
ド
ー

ニ
レ

・一ヵ
．．
 

h
 

~
~
，
 

，
 

：リ

," r
 

,
0
 

.’h レ＇^ 
ク

＇ "' ~゜ ... ．． 

ノーフォーク I，',';（At ISl') 

I• R : Jラン J,;;11 
NZ:--',-ジ・クン l.i(l 

IIS,¥ :アメリカ；；［I

AIIS l : 1 -7、1`ラリア鉗I

ン

¥-,,'』で J，
ン，，.,_,•
"--t;c.,... •·...，も、°

々I:::.．;'怠(J-1,,J：； •、•S._，冤．
4,... -,.. ;・・:・. ． 

外 ． ．`． ・し

一 衣シ・
チ、ズト． ． ．7'（／9會Iく）・

(I砧＇1,位：

rAIU IIIOII I泊IIキ99J-19:

59KI Iり"'マイル

（出所） The Far East and Australぬ‘ia1986, 第17版，ロントン， EuropaPublications, 1985年。

国 名

第 1表太、ド洋島嶼諸国概況表

政治的地位

|'｀””’’’` 9」
2,934 I 165, 110.1 

21'8  I lfiO.O* 

697 I 105 I 100. o 
18, 376 I 720 I 1, 281. s 

461,690 I 3,593 I 2,409.2 

西サモア 独立国 (1962)

ナウル 1虫立[ti(1968) 

トンガ 独立国 (1970)

フィシー 独立旧 (1970)

ハプア・ニューギニア 独立国 (1975)

ソロモン諮島 独立国 (1978)

ツヴァル 独立国 0978)

キリハス 独立且~ (1979) 

ウァヌアッ 独立国 (1980)

クック諸島 i'I由述合(NZ,

ニウェ 自由連合(NZ,

マーシャル，消島 I’t1由連合(US, 

ミクロネシア連邦 白山連合(Us,
• --- - • 一・て • .---

（出所） 咽者作成。

29,785 286 

26 8 

811 66 

11,880 142 

1965) 240 18 

1974) 258 3 

1986) 181 

1986) 701 

116.1 

4.0* 

25.8 

79.0 

21.0 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

(ii・:） SPFには，他にオーストラリア嶋ニュージーランドが加盟。＊GDP., NZ:ニュージーランド，9

US:アメリカ。かっこ内は独立年あるいは自由連合成立年。
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Ⅰ　太平洋統一機構構想の背景
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問題を中心に， SPF地域協力の展開に OPU構想

がもたらした意味について論じ，成立20年目を過

邑今また変動の時期を迎えている SPF地域協

}］の今後を展望するうえでのひとつの手がかりと

することにしたい（第 11-x|，第 1表参照）。

（注 1) チャン政権が提起した政治1,il盟構想を，本稿

では， 1981年4月に発表された PNG外務省莉手クルー

プによる検詞リホート I)) なかて用いられた 1 太平洋統——

機構」構想という！廿品をもって指すことにする。

(ii 2) 小柏菜（・「仏核丈験抗ふと南太‘I勺t：フォーラ

ムリ）成り」｛＇国際関係学研究』（別 Jffl}） 第11り 1988年

:l Ill．および Ogashiwa,Yoko S.、 MiCI’(）statぬ (l/1(l

Nl(( •K9(/ r lsS1i(＇，＼. K叩 ()}lul(_、̀（）（）l砂 IIli(）H i /I IIh l々1(.itic，ス

ヴァ， Instituteof Pacific Studies, University of the 

South Pacific. 1991叫 l ~ 9ヘーシを参照のことし

(;4:3) I,，じ2つの論号の他に，小柏薬（・「南太平洋

フォーラム諸It」J)地域協力 南太 ‘I'•洋非核地俯条約成

I,9,：をめくって 」（「国際i)外交雑必』加A38り巻第 5り

199(）年121l)、およひ Ogashiwa,Yoko S.. "Regional 

Protests against Nuclear Waste Dumping in the 

Pacific,”J1)IImmi ()J^  ［加沿(• Studl硲，第15巻， 1990年を

参照のこと。

(ii:4) この間趙にlll'lしては． Fry, Greg, "South 

Pacifl(.、Regionalism:The lkvelopment of an Indige-

nous Commitment,"修 i論文、 AustralianNational 

じniversity,1979年を参照のこと。

国： 5) Neemia, U叩 tabo,C‘(）（）松ration111ul Conflict: 

(＇（）st,、、 Bりlけit、ヽ {lildNulimml Intcr(＇st.＼ /il lJIIrifi.l• M 

片l9()1iIIlC(）（）/JO'（lli(）11，スウァ囀 Instituteof Pacific Studies, 

University oi the South Pacific, 1986りを参照のこと，）

I 太平洋統"•機構構想の背屎

OPU構想は． いったい． いかなる背景のもと

に登場したのであろうか。まず第 lにあげられる

のは，構想の提唱国てある PNGU)外交政策の変

化である。

OPU構想をうちだした PNG首相チャンの前

任者は， 1975年の独れ以来， PNGO)竹相を務め，

太、ド洋統機構構想と I中ikl刊フォーラムの地域協））

「PNG建国の父」とも称せられたソマレ (Michael

Somare)であった。ソマレ政権時代の PNGの外

交政策は．「すべての国と友好関係を持ち， どの

国とも敵対しない」という「普遍主義」と呼ばれ

る基本方針にのっとっていた。たが， この基本方

針に某づきつつも，ソマレ政権は．外交政策上，

いくつかのプライオリティーを設定していた。そ

の第 10)ものとしてあげられていたのが，共通の

問題関心を持つ他の近隣太平洋島嶼諸国との協力

関係の促進である旧 II 0 

PNGは1974年に SPF加盟を果たしたが，その

加盟に際し． •部から危惧の念が持たれていた。

PNGは，他の太平洋島嶼諸国を大き＜ 4|き離し．

際立った人l_］，面積を有する点から，他の太平洋

島嶼諸国を抑え， SPFの七導権を握るのではない

かと懸念されたのである。特に．それまで地域協

カ推進の先導役となってきたフィジーとの間で，

SPFO) t導権をめぐる争いが発生するのではない

かという論議がさかんに行なわれたhi-2）。これに

対し， PNGは，フィジーともども， SPFO)t祁

権を取ろうとする意思を持たず，ゆえに両国間に

は主導権争いが存在しないことを明確にし，他の

太平洋島嶼渚国の不安を取り除く努力をしなけれ

はならなかったいi.i）。したかって，南太平洋地域

協力を重視しながらも，ソマレ政権発足当初の

PNGの外交政策は，フィジーとの協調を保ち，

既存の SPF地域協力の枠組を尊童することか，

その某本となっていたといえる。これは，外交政

策上の基本方針としての「普遍主義」の標榜とあ

わせて，ソマレ政権初期の南太平洋地域協力にお

ける積極的なイニシアチブの展開を制約すること

になっていたと考えられよう。

しかし， 1970年代後半になると， PNGもSPF

U) 員としての地歩を固め，他の太平洋島嶼諸国

2ぅ
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の疑惑0)払拭に，もはやことさら神経を使わなけ

ればならない必要性ぱ薄れた。また， PNGの南

太平洋地域協力に対する積極的関与を基本的枠組

0)うえから制約していた「普遍主義」外交基本方

針も， 1979年には，再検討か試みられていた田 4)。

このように， PNGにとって，新たな地域協力

政策展開に向けての環境が整いつつあった時期に，

ソマレの後任として，首相に就任したのが，チャ

ンであった 2 チャンは， 1980年 3月に，ソマレ内

閣不信任案のnJ決によって政権の座に就いたとこ

ろから，ソマレとは異なる政治的特色を示さねば

ならぬ必要に迫られていた。就任恒後に行なわれ

たインタビュー(})なかで，チャンは，安全保障を

含む新たな外交政策の提示に意欲をみせたがりi•5) ＇

ソマレ政権のもとで萌芽かみられた外交政策再検

討の動きを先取りする形で，従来とは異なる PN

Gの新たな外交政策をうちだすことは，チャン政

権にとり，まさに必須てあったといえよう。チャ

ン政権の新外交政策の全容は， 1981年11月に発表

された外交白村のなかで明らかにされたが，それ

はソマレ政権時代の]普遍主義」外交から決別し，

PNGの利害にもっとも関係する国，および地域

に対する「積極的かつ選訳的関与」を明確にうた

ったものであったげ 6）。こうしたPNGの新外交政

策のなかで，中心的位置にすえられたのが，新た

な地域協力政策としての OPU構想であった。

第 2に， OPU構想の背景要因としてあげられ

るのは，ヴァヌアツ (Vanuatu)独立紛争の発生で

ある。南太平洋島嶼のひとつ，英仏共同統治下の

ニューヘプリデス (NewHebrides)では， 1979年11

月に総選挙か行なわれ，英語系住民を中心とした

独立を推進するヴァヌアアク党 (Vanua'akuPati) 

が勝利を収めた。 1980年 4月，ヴァヌアアグ党政

府ぱニューヘプリデスの 7月独立を発表したが，

26 

ヴァヌアアク党政府に反対する仏語系住民による

フランスの事実上の黙認を受けた分離独立運動が

活発化し，ニューヘプリデスの 7月独立の達成は

危ぶまれる状態となった。ヴァヌアアク党政府の

リニ (WalterLini)首席大臣は，事態収拾のため，

英仏両政府に対し軍の派遣を要請した。だが，フ

ランス軍は分離独立運動に対する暗黙の理解から

積極的行動を採ろうとはせず，またイギリス軍は

共同統治国の立場からフランス軍を差し慨いての

単独行動に踏みきれず．英仏両軍はニューヘブリ

デスに派逍されたものの，分離独立運動を制圧す

ることなく，事態は膠着状態に陥った。

6月， PNG外務貿易相レヴィ（NoelLevi)は，

国連軍の一員でないかぎり PNG国防軍のニュー

ヘプリデス派逍には梢極的であるが， SPF合同軍

の一員としてならば警官隊を派遣する用意がある

ことを表明した国 7)。だが， 7月中旬に開催され

たSPFの年次会議では，ニューヘプリデスのSPF

加盟承認と，英仏両政府に対する紛争の早期解決

を求める決議がなされたのみで， PNGか提唱し

た SPF合同軍設筐に関する決議はなされなかっ

た旧 8)。 PNG以外の SPF加盟国は， SPFの二

ューヘブリデス紛争非介入を望んだためである。

SPF合同軍の実質的主力と考えられたのはオー

ストラリア，ニュージーランドl山j域内大国であっ

たが，両国は SPFに加盟する旧統治国という微

妙な立場から， SPF合同軍が域内大国による太

平洋島嶼諸国への干渉と取られることを恐れ，紛

争は英仏両政府の責任によって解決されるべきで

あるという態度を取った直9）。一方，太平洋島嶼

諸国のなかで PNGとならんで常備軍を有するフ

ィジーは国1(）），人口の半数を移民の子孫であるイ

ンド人が占めるという自らの国内政治状況がおそ

らく念頭にあり（注11)，加盟国の国内紛争に SPF
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が直接介人を行なうという，自国に将来，影響を

及ぼしうる先例を作ることには否定的態度を示し

た(it12)0

SPFによる紛争処理の実現は失敗に終わったか，

実は，そうした事態に備えて， PNGはニューへ

プリデスとの間で，いまひとつの紛争解決策を同

時に進めていた。 SPF会議開催中，チャンはPNG

国防軍司令官ディロ (TedDiro)をニューヘプリデ

スに派遣し， PNG軍の派遣について， リニ政権

と意見の交換を行なった。 SPF会議においてSPF

合同軍の設囮が見送られると，ほどなくしてリニ

は英仏両軍を独立とともに撤退させる方針を明ら

かにし，かわって PNG軍のニューヘブリデス駐

留をチャン政権に対し正式に要請した。これをう

けてチャンは PNG軍のニューヘブリデス派遣を

議会にはかり，国連， もしくは SPF監督下にお

ける警官隊の派遣を主張するソマレらを抑え， 8 

月7日， これを可決させた。さらに，その 2日後，

分離独立運動が依然勢力をふるいながらも 7月30

日に独立を遂げ， ll]名ニューヘブリデスから新国

名ヴァヌアツと改めたリニ政権と PNGはPNG軍

ヴァヌアツ派遣に関する協定を結び． 8月17日に

は，ヴァヌアツ議会の PNG軍駐留承認の決議に

よって， PNGのヴァヌアツ独立紛争介入は正式

なものとなった ni]3）。これは，太平洋島嶼国によ

る他の太平洋島嶼国に対する初の軍事介人の事例

となった。

8月下旬， ヴァヌアツに出動した PN(；軍(;1li)

によって，分離独立運動は制圧され，ゥァヌアッ

独立紛争は終焉した。しかし，成功を収めたもの

の， PNGは，そのヴァヌアツ独立紛争への単独

軍事介入が，他の SPF諸国，特に太平洋島嶼諸

国からは必ずしも快く思われてしヽないことを察知

していた 1,i-l5)。 PNGは，軍事介人という自らの

太平洋統一機構構想と南太平洋フォーラムの地域協｝J

行為に正当性を与えて，他の太平洋島嶼諸国の理

解を得なければならないと同時に，紛争処理のた

めの新たな地域的枠組作りの必要性を強く感じた

といえよう。 OPU構想は，こうした PNGのヴ

ァヌアツ独立紛争介人の経験を背景要因のひとつ

としていた。

第 3にあげられるのは，南太平洋地域をめくる

国際環境の変化である。南太平洋地域は， 1951年

にアメリカ，オーストラリア，ニュージーランド

の3カ国間で安全保障条約であるアンザス条約

(ANZUS Treaty)が結ばれて以来，これら 3カ国

の影響力圏とみなされ，「アンサスの湖」と称さ

れてきた。アンザス条約の及ぶ範囲は，「条約当

事国の本土，もしくはその統治下にある太平洋の

島嶼領域， もしくは太平洋における軍，公船，航

空機」と規定されており，独立を達成した場合の

太平洋島嶼諸国に対する直接の百及はなされてい

なかったが，太平洋島嶼諸国は，独立後も，暗黙

のうちに引き続きアンザス諸国の強力な傘下にあ

ると考えられてきた。特に1960年代から始まった

脱植民地化の流れによって，イギリスの影響力が

南太平洋地域から後退し始めると，オーストラリ

ア，ニュージーランド両国の同地域における役割

は，よりいっそう比重を増すようになった。しか

しながら， 1970年代後半に，いわゆる太平洋周縁

国 (PacificRim Countries)と呼ばれるソ連，中国，

日本といった国々が，太平洋島嶼諸国に関心を向

け始めると，こ'(})ような状況に変化が現われてき

た。外交関係の樹立をはじめ，経済・技術援助の

提供，漁業交渉の締結(l116)など，太平洋島嶼諸国

に対する太平洋凋緑国からのアプローチ(})増加は，

アンザス諸国の専有的影響力圏であった太平洋島

嶼者国に，アンザス諸国の影響力から離れた自主

的行動を展開する余地を与えたといえよう。こう
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した国際環境の変化は， PN(；にその独自の地域

協力構想である OPU構想をうちださせるひとつ

の屯要な誘因となったと考えられる (9

(;El) Papua New Guinea, Ministry of Foreign 

Affairs and Trade, Guidelines lo the Forezi{n I_)i!li(V(｝、（

i_)｛1p1111 N1'H'Gui瓜／I, ホートモレスヒー｀ 1976．り， 24ヘ
ーミ、ィ。

(ii::2) Boyce, Peter; Richard Herr, "Microstate 

Diplomacy in the South Pacific," Australian Outlook, 

第28巻第 1!J, 1974年 4月， 34ペーシし 1971年のSPF，没

＇［当初，オーストラリアぱ PNGの SPF加盟を甲んた

か，フィシーかその大国性を危惧して．独立llilてなし］こ

とを理由に却 Fしたと報じられた。 FijiTimes, 1971年

8月5H C 

（注：{) 1974年 5月， ソマレとフィシー ti相マラ(Ka-

misese :V1ara)ふ両国ともに太‘i渭：地域におけるリー

ダーシップを独占する意思がなし 1ことを明らかにした共

詞声明を発表した

ぼ 4) Parliament of the Commonwealth of Aus・

tralia, j¥,Jelwiesiの1Neighbuurs: The Politics of Papua 

Nai, （””11eu. Solom(）11 1sl(l/Id．ゞ（lIIdtli(//，Kャpubli(I!.f

Vanuatu. キャンペラ， 1984年， 66ペーシ。

I.ii: 5) Hiri, 1980lf :3 ! J。

(ij: （i) P(l/J1/｛J 」Mu(”“”国 Forel且nflJ .. んiri.\• Rellel{！ 

（以凡 f'NGFA/<),Papua New Guinea. l'vlinistry of 

Foreign Affairs and Trade, 1982年 lJI, 2(）ベーシ。

(it 7 J PNGFAR, 1982年 4/j, 46ヘーシし

( ii . 8 ) N(＇ 1l ' z(＇（l l(l n d Fo rc 如 A/fa il•ヽヽ K [' r iai ' （ 以 r , 
NZFA凡， NewZealand, Ministry of Foreign Affairs, 

1980り： 7~9 月， 16ヘーシ。

（注 9) MacQueen, Norman. "Beyond Tok Wm  

The Papua New Guinea Intervention in Vanuatu, 

1980, •· rャ1czfi,・ A.!lllir.＼●、第61在第 2号． 1988年夏， 240~

241ページ。

（注10) こJ)‘り時，太・ド洋島嶼諸国のなかて常備軍を

1iして ¥1たのは． PNG.フィシー， トンガて~あったか、

トンガ軍は約10(）人利度と｀その規模は小さかったぐ

（注ll) フィジーの国内政治状況については．小柏菓

f・，-フィシーにおけるエスニシティと国家形成」い国際

関係学研究』（けlllIIt) 第11+} 1985年：~ I 1) / l,i]「¥VUF

と1982年フィシー総選学ー（『ミクロネシア』第58号

1985年8月）、ノ同 rフィシー労働党 (FLP)と1987年フィ
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ジー総選挙」（『国際地域研究』第 5巻第 2号 1987年 9

月）／柘l「島嶼国フィジーにおける“国民統合”--’'先

住民”.“移民＂と階層分化 J (i,i瀬宏・小倉充火編

『現代凶家と移民労働者』打信常 1992{t)を参照のこと。

(i/J2) PNGFAR, 1982年 4I J, 51ページ。 1987年 5

）1,フィシーて軍事クーテターが発生した際， SPFでは

事態収拾u)ためのミッション派逍か捉案されたか，フィ

シーはこれを拒否した。

（注13) ＇以 I••(/)経緯につし口ごは， 1 ，i]1こ，；におよびMac・

Queen,前掲論文か詳しいっ

（注14) このうちには，人材援助としてオーストラリ

ア軍から PNG軍に派遣されていた20名も含まれていた。

(ii:15) PNGFAH, 1982年4月， 51ページ。

（注16) 1985年にキリバスとソ連との間に締結された

漁業協定，また87年にヴァヌアツとソ連との間に締結さ

れた漁業協定は．アンサス諸国の強い懸念を呼んた。

II 太平洋統一機構構想の内容

OPU構想が初めて PNG政府によって公に提起

されたのは，ウァヌアツ独立紛争が収拾されてか

ら約 2カ月後の1980年10月． PNGの首都ポート

・モレスピーて開催された南太平洋委員会 (SPC)

の年次会議である南太平洋会議の席上であった。

まずチャン首相が南太平洋地域の「新たな形態0)

結束］を訴えたのを皮切りに(iil)，外務貿易相レ

ヴィが地域結束の具体的形態を太平洋島嶼諸国に

よるアフリカ統一機構(OAU)に類した政治1rij盟の

形成， としてうちだしたい2)。さらに，副首相オ

クック (IambakeyOkuk)は太平洋島嶼諸国が結束

の欠如のゆえに外部勢力の意のままにされてきた

と指摘し，これをうけて PNG代表団団長である

第皿次産業相エヴァラ (RoyEvarn)は，外部紡カ

から太平洋島嶼諸国を守るためにも，強力な組

織0)設立が必要であると，政治同盟の結成を促し

たiil:1)。

南太平洋会議の席1~．で， PNG政府によってこ
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ぞって提唱された政治同盟構想は， 11月にレウィ

が行なった外交方針演説のなかで，その具体的な

内容が示された。さらに，その後も折りにふれ，

PNG政府によって提唱されたこの政治同盟構想

は， 1981年11月に発表された PN(；外交白書のな

かて， PNG o)新外交方針のひとつとして，正式

に位閻づけかなされたhi110 

外交白占，および PNG政府による一連の声明

を総合すると hい），政治同盟構想，すなわちOAU

をモデルとした「太平洋統一機構」 (OPU)の形

成を目指す構想は，まず，密接な協議と情報交換

を端緒として，次に，本格的に 3つの段階によっ

て推進されるとされていた。

第 1段階は，国連，その他の国際機関における

SPFのオブサーバーとしての地位の獲得である。

多く O)SPF加盟国は各国ごとに国連等の国際機

関へ代表を派遣していたが， さらに SPFとして

の代表を派逍することで，国際機関における南太

平洋地域の結束をポし，その国際的発孟力を強化

しようというものてある。これは， SPFの主たる

機能である対域外交渉能力のいっそうの充実を図

るものであったといえよう。

窮2段階は，そういった国際的な場における太

平洋島嶼諸国の共通外交政策の形成てある。特に

なかでも，脱植民地化，核実験，核廃棄物投棄，

漁業資源といった地域に直接関係する諸問題が，

重視すべきものとして取り上けられていた。また，

共通外交政策の形成においては，個々の利害が見

合った時のみ協調するというような各国の利益を

優先するも 0)てはなく，地域としてu)利益をまず

第 1に追求することが強調された（第 2段階て‘は，

共通外交政策の形成という面において構成国の主

権に制限を加え，域内の統合度を高めることが目

標とされていたとし Sえる。

太平i閂舟機構構想と南太平洋フォーラムの地域協｝］

第3段階は，「機能的協力に基づいた，より大

きな政治協調に向けての長期的取組み」である。

ここで最終目標とされていたのは，太平洋島嶼地

域から外部勢力の確執を排除する条約を確保し，

それを保址すること，および島嶼地域を非核兵器

地帯として宣ばすること h|6)によってなされる太

平洋島嶼地域の中立地帯化であった。前者で述べ

られている条約の確保と保証とは，最初に，外部

からの軍事的圧力と国内の混乱処理に際して中[lfi.

協力をすることをうたった条約を太平洋島嶼諸国

が締結することから始められる。次に，この条約

に基づいて，太平洋島嶼諸国の軍、 もしくは警察

によって構成される地域平和維持軍の創設が行な

われる。そしてさらに，オーストラリア，ニュー

ジーランド，中国，アメリカ，ソ連といった太平

洋島嶼地域に影響力を持つとみなされる国々から

条約に対する保証を得ることて，条約のJj全化が

期される。このような地域的安全保障条約の実効

機関こそがOPUであった j

実は，この第 3段階てうたわれている地域平和

維持軍は， 上記で明らかなように，実際のところ，

もともと PNGの構想においてはOPUに付随した

組織として位骰づけられており，国内の治安維持

を目的とするはかりてなく，超大国による冷戦の

地域への波及をくいとめるという役割を担わされ

ていた。しかし， OPU構想を提唱する以前に，

すでに PNGがヴァヌアツ独立紛争の際に SPF軍

の創設を1ll1えていた点，および PNGのヴァヌア

ツ独立紛争への軍事介入が他の SPF諸国に強烈

な印象を与えていた点が原因となって，その後，

地域平和維持軍の設立問題は OPU構想から切り

離された単独のものとして論議されていく川 7)0 

だか，本来，地域平和維持軍は， OPU構想のな

かで，地域U)中立地帯化を保，ilf．するものとして，
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設立が意図されていたことに留意しておく必要が

あろうこ

ところて；ではいったい， OPUは，既存のSPF

とどのように関係づけられていたのであろうか。

構想の第 1段階においても示されているように，

OPUはSPFを解散させた後に成立するものでは

なく，また， OPUが SPFにとってかわるもので

ないことは，チャンも明言している旧8I 0 

ここで関連してくるのが， SPFとSPCとを合

体させようという単・ー地域機構 (Single-Regional 

Organisation: SRO!案である。 SPCは1947年に統

治国のイニシアチプによって設立され．統治国，

島嶼領をメンバーとし，島嶼領の経済的，社会的

発展を活動目的とする組織であった。だが SPC

における政治問題討議の制限や，統治国主導の運

営方法に対する不満から，太平洋島嶼諸国は SPC

に飽きたらなくなり，ついに1971年，自ら地域協

力組織である SPFを結成するに至った。以来，

南太平洋地域ては， SPCとSPFの併存状態が続

いたか，両組織0)併存は機能や財政，人員負担0)

面で重複であるという声が一部の太平洋島嶼諸国

のなかからあがり始めた。 1976年、両組織を合体

させ単一の地域機構を設立しようという SRO案

が正式に提起され， 79年には SRO案検討のため

のSPF,SPC合同委員会が設置された。 SRO案

は，それから数年間にわたって検討に付されてき

たが，なかでも PNGは SRO案の支持者であり，

その早期実現を訴えていた (ii9)。そのなかで注目

されるのは． PNGが， SPFとSPCとが合体して

新たに形成される SROに， SPCに加盟している

イギリス，フランス，アメリカといった旧，現統

治国ばかりでなく， H本のような他の域外国も加

盟国として含めるべきであるという見解を示して

いた点である⑭lO'。つまり， PNGの考える SRO
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とは，純粋に SPFとSPCを合体させたものとい

うよりも，むしろ域外勢力も含めて SPCをより

拡大させ， SPFの実務機能をそこに吸収した組

織であったといえる。その意味で， SROは，太

平洋島嶼諸国のみに限定された政治同盟である

OPUとは，機能面でも構成国の面においても，

はっきりと区別された存在であったといえよう。

実務協力面で互いに項複する SPFとSPCの両組

織併存から， SROとOPUからなる相互補完的な

地域協力の構図に編成し直すというのが，すなわ

ち最終的に PNGの意図するところであったと考

えられる。このように OPUはSPFを乗っ取るも

のてはないと説明されながらも， PNGの構想で

は， SPFの実務機能は SROに，政治フォーラム

としての機能は OPUにといった具合に， SPFは

新たな地域協力の構成のなかに実質的に吸収され

ていくことが考えられていたといえよう。

PNGチャン政権の提唱する OPU構想は，この

時期， PNGが標榜していた SRO構想と連関し，

ひとつのイi機的まとまりをなすものであったと理

解できる。その目指すところは，南太平洋の地域

協力を包括的なものに再編成することであったと

いえよう。

（注 1) I'NGFAR, 1981年4)-j, 24ペーシ／l，ij,＂も

1982年4月 50ページワ

（注 2) 同 1誌 198(）年9~12月 23ページ。

（注 3) 同上誌 1981年 4月 24ページ，9

（注 4) 同上誌 1982年 1月 37~38ページ。

（注 5) 柘］上，誌 1980年9~12月 11, 21~23ペーシ

／同誌 1981年4月 22~27ヘージ／同誌 1982年 1月

36~38ページ，-,

（注 6) SPFを舞台とした南太平洋地域の非核化構想

に関しては， （）gashiwa, Microstate.， a加 'Nuclear-・・・・・,
およひ小柏「南太平洋フォーラム諸国の……」を参照0)

こと， 9 

（注 7) その後の南太平洋における地域平和維持軍に
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関する論議は，もっぱら国内の治安維持をH的としたも

()）になってし)る。詳しくは， Fry,Greg, Peacekeeping in 

the South Pacific: Some Questions仰 PriorConsidera-

tion,キャンベラ， Departmentof International Rela-

tions, Research School of Pacific Studies, Australian 

National University. 1990年を参照0)こと。

（注8) R(1（'Ifie Islands Monthly（以下． PIM)，第52

巻第10号， 1981年10月， 13ペーシ。

（注 9) PIM,第52巻第12号， 1981'.f.12月， 13ページ。

（注10) PNGFAR, 1980年9~12月， 11ペーシ。

Ill 太平洋島嶼諸国の反応

PNGが提起した OPU構想は．地域協力の再

編成を目指すものである以上，他の太平洋島嶼諸

国からの支持を獲得することが，その実現にとっ

て，何よりも重要であったといえる。だが，他の

太平洋島嶼諸国の OPU構想に対する反応は，消

極的反対に集約された。

1980年10月，南太平洋会議において PNGが0

Pl]構想を初めて正式に提起した際，他の太平洋

島嶼諸国は本国政府との協議の必要をあげたり，

あるいは既存O)SPCや他の地域組織の活性化を

提案するなどい l}, opu構想そのものに対して，

明確な意思表示を行なうことを避けた。 PNGは，

当初．南太平洋会議開催中に， （）PU構想に関し

て太平洋島嶼諸国と非公式協議を行なうことを予

定していたか，これら諸国の消極的態度の前に，

結局は，協議開催を見合わせた。

1981年 7月，チャン首相が，ニュージーランド

訪問の途卜に，フィジー， トンガ，クック諸島に

立ち寄り，これら 3カ国の首脳に直接． OPU構

想への理解を求めた際にも，これら諸国首脳は積

極的反応を示さず(iF:2)，チャンの訴えは，みるべ

き成果をあげずに終わった。 1温d3カ国の首脳は

構想に対し明確に意思表示こそしなかったか，賛

太平洋統一機構構想と南太平洋フォーラムの地域協力

同の意思は持っていないことを暗黙のうちに示し

たのである。

さらに 8月に開催された SPF会議においても，

太平洋島嶼諸国は， PNGの OPU構想提起に対

し，何ら見解を指し示さなかった。最終的に，

SPFは，今後の調整作業を SPFの実務機関であ

る南太平洋経済協力機構 (SPEC)に委ねるとした

PNG原案を，ソロモン諸島の修正案により， SPF

加盟各国がそれぞれ検討を行なうことと決定し

て， PNG提案を保留扱いとすることで．決着し

たげ 3）。これによって， OPU構想の貝体的検討

は次回の SPF会議まで持ち越しとなったが，他

の太平洋島嶼諸国が構想に形式的理解以上のもの

を示したとはいいがたかった。会議匝後に，フィ

ジー首相マラが「PNG提案は無視されて死滅す

ると思う」(iH) と述べた発言は，そうした太平洋

島嶼諸同の真情を端的に物語っていたといえよう。

太平洋島嶼諸国が消極的に示した OPU構想に

対する反対は，裏返していうならば，太平洋島嶼

諸国がSPFによる地域協力の現状維持を望んで

いることに他ならなかったといえる 0 では，いっ

たい， OPUとSPFとの相違は， どのような点に

あったのであろうか。

まず第 1に， OPUとSPFを比較して目につく

のは， OPUが SPFに加盟しているオーストラリ

ア，ニュージーランド両国を加盟国から除外して

いた点である。その理由として， PNGは，両国

が旧統治国であること，主に白人国家であること，

経済的に先進国であること， といった両国と太平

洋島嶼諸国との相違点を示唆しているば5）。しか

しながら，そのような相違点が存在しながら，

1971年の SPF成立の際に，両国が太平洋島嶼諸

国から SPFの加盟国として招かれたのは，（l）太

平洋島嶼諸国の両国に対する指導力と援助の期待，
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(2)両国と太平洋島嶼諸国との貿易 l：の密接な関係，

(3)白人と太平洋島嶼住民とのエスニックな対立の

回避，（4）外交的影評力における効果， という諸理

由によるものであった (i16)。すなわち， PNGか

両国除外の理由としてあげた，まさにその太平洋

島嶼諸国との相違のゆえに，オーストラリア，ニ

ュージーランド両国は， SPFに招かれたのである。

このように，オーストラリア，ニュージーランド

両国の地域協力における役割を重視し，加盟国と

して受け人れた SPFに対し， PNGは両国を「兄

弟→ではなく「友人」とみなして区別しいi71, 0 

PUの加盟国から除外して，名実ともに OPUを

太平洋島嶼諸国のみによる地域協力組織としよう

と考えてしヽ た。

第2は OPUがSPFとは異なり，安全保障0)

領域にまて踏みこんでいた点である o SPF設立

の時点て，「アンザスの湖」であった太平洋島嶼

諸国にとって，地域的安全保障をアンザス条約に

依存することは，いわは白明の理であった。以降，

SPFは，正式な地域的安全保障体制を備えないま

ま，アンサス条約を安全保節の暗黙の枠組とし，

自らは安全保障に関与しないできた。これに対し，

OPし］は，条約に基ついた地域平和維持軍を備え，

外部勢力からも保証を得た，太平洋島嶼諸国によ

る明確な形ての地域的安令保障体制の確立を目指

していた。このような太平洋島嶼諸国自らによる

地域的安全保障体制の確れは，すなわち，それま

てSPFが賠黙の前提としてきたアンザス体制依

存からの脱却を意味する。アンザス体制はアメリ

カの核戦力を韮盤としていたところからい1HI，ア

ンザス体制からの脱却は， OPU構想の第 3段階

でいまひとつのH椋として掲げられている太平汗

島嶼地域の非核兵器地帯化にはずみをつけること

になり，島嶼地域を「西側の傘下」という賠黙の
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うちに認められた立場から中立地帯へと転換させ

ることにつながっていたといえるであろう (ii'9)。

第3にあげられるのは， SPFが憲章といったも

0)を有しないルースな組織構成であり， したがっ

て加盟国のt権に対し制限的性格を持たないのに

対して． OPUは共通外交政策の形成や地域的安

全保障条約といった明確な形で，加盟国の宅権を

制限する性格を持っていた点である。換言するな

らは， SPFが，まさにその名のとおり，フォーラ

ムとしての緩やかなまとまりからなる国家間関係

(interstate relations)であったのに対し． OPUは

機構としての意思を備えた，より国際機構 (inter-

national organisation)に近いものを目標としてい

たということができよう。 SPFが加盟国に対し緩

やかな組織形態を取ってきたのは，太平洋島嶼諸

国の大半か脆弱な極小国であるがゆえに，国家主

権への制限やt洲・渉に対してはことさら敏感であり，

地域組織からの束縛を嫌ったことが要因としてあ

げられよう。それは，前述のヴァヌアツ独立紛争

の際に端的に示されたとおりである。決定方式に

しても， SPFでは多数決は採用されず，常に各国

の意思を尊重したコンセンサス方式が用いられて

きた。これに対し， OPl]は域内統合度を高め，

それによって地域としての対外的影響力の強化を

追求しようと試みていた。

このように， OPUは， SPFとはまったく対照

的に，（l）オーストラリア，ニュージーランド両域

内大国を除いた太平洋島嶼諸国のみによる，（2）ア

ンザス体制から離れた中立化を基盤とする自前の

地域的安全保障体制にのっとった，（3）加盟国のt
権を制限する国際機構， という性格を有してい

た。こうしたOPl]構想か，特にフィジー0)ような

SPFの創設に携わった太平洋島嶼諸国にとって

は， SPFとは大いに異なる受け人れかたいもの
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として映ったのは当然のことであったといえよう。

（注 l) FりiTimes, 1980年10月24f!/News Drum, 

1980年10)]31n/ PNGFAR, 1980年 9~12月， 25ペーシし

（注 2) Fiji Times, 1981年7月llH /Papu(I N』

Guinea Post Cou}如（以下， PostCourier), 1981年7月

13 I l,9 

（注 3) PIM. 第52巻第10号， 1981年101l, 14ページ

/ Post Courier, 1981年 8月12(]。

（注 4) Fiji T,切es,1981年8月12H n 

（注 5) PNGF!lR, 1981年 4JJ, 26ペーシ99

（注 6) オーストラリア，ニューシーランド圃国の

SPF加盟に関しては， 小柏「仏核実験抗議と・・・・・・ 117~ 

18ページ，および Ogashiwa,Mien)、,talesand Nuclear 

…•••, 6~9ヘージを参照のこと。なお，第 3点Hの理

由として， SPF設立のt＃者ともしヽうへさフィシー首相

マラか， OPUかモデルと仰く ()Al]0)失敗を例；Iにあ

けている、点は興味深い, N7FAR, 1974年 5月， 26ペー

ジ。

（注 7) l'NGF";1R, 1980年 9~12月， 23ヘージ。

（注 8) 1985年，ニュージーラントかアメリカの核艦

船寄港を拒否したところから，両国の間ていわゆる「ア

ンザス危機，と呼ばれる事態か発生した G 1986年，アメ

リカはニューシーランドに対し， もはや安全保障 1この責

任は負わなしヽ旨を通告し，これによって，アメリカ ニ

1 ーシーラント間のアンサス条約は機能を倅1/:した，

(it9) PNGは．脱アンサス体制に几づく南太平if

の非核兵器地帯化を支持する姿勢を取り紬けていたか，

隣国イントネシアと 0)|tlてイリアン・シャヤ国境問題か

激化したため．その姿勢を柔軟化させ， 1983り，アンサ

ス体制を保持したうえて非核地帯化を I1指す南太平洋非

核地帯条約への調l]Jに応じた。詳しくは，小柏「南太平洋

フォーラム諸国の....．．」、および Ogashiwa.Micros/atぃ

IInd Nmll’(II……を参照のこと，う

N 太平洋統一機構構想の地域協力に

おける意味

他の太平洋品嶼諸国(})泊極的反対によって、次

[nf SPF会議まで保留扱しヽとされた OP[]構想は，

しかしながら，翌1982年 8月の SPF会議におし)

太平洋統一機構構想と南太、ド洋フォーラムの地域協力

ては，議題にのぼることすらなかった。太平洋島

嶼諸国の構想に対する根強い反対に加えて，何よ

りも，構想の提唱者であったチャンが1982年7月

の総選挙で敗北を喫し，下野してしまったためで

ある (ii1)。チャンにかわって再び PNGの政権の

座に就いたソマレは，出席した SPF会議におい

て，前任者チャンの唱えた OPU構想については

まったくば及せず，他の太平洋島嶼諸国も，あえ

てそれを問題としなかった。 OPU構想は，これ

によって，ついに実現に令ることなく，ついえた

0)である c

だが，そのもの自体は消滅したとはいえ、 OPU

構想が SPF地域協力の展開に残した意味は，必

ずしも少なくない。

第 1にあげられるのは， OPU構想が PNGによ

る地域協力のイニシアチプ行使の本格的出発点と

なり，後のイニシアチブの展開に影響を与えた点

てある。それまで他の太平汗島嶼語国の PNGに

対する懸念に配慮し，地域協）JO)イニシアチブを

取ることを差し控えていた PNGは， OPU構想を

契機として，以降，梢極的に地域協力のイニシア

チブを取り始めた。チャン政権にかわって登場し

たソマレ政権の外柑ナマリュー (RabbieNamaliu) 

は， 1983年 8月に行なった演説のなかで，新たな

地域協力のあり Jiを「新太平詳秩）ヤ」 (NewPacific 

Order) として提起しりi2), SRO構想の推進によ

ってその構葉を成し遂げようとする考えをホすと

J,i]時にい1.:1l, 81年11月の外交白g(/）なかで OPU

設立に導くものとして述べられていた太平洋島嶼

諸国[iil0)定期的な情報交換と国際会議前の協議，

および OPU構想の第 1段階である国連へのオプ

ザーパー派逍， f口.］第 2段階の共通利益推進のため

の政府間機構の形成， といった諸提案も検討して

しヽることを明らかにした (ri• 1)。すなわち， OPlJ構
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想の最終段階で目標とされていた，条約による地

域平和維持軍を備え中立を基盤とする地域的安全

保障体制の確立という，もっとも太平洋島嶼諸国

間で合意が得られにくい事項を除いた OPU構想

の内容は，ソマレ政権の「新太平洋秩序」構築に

向けての外交政策のなかに換骨奪胎されたのであ

る。

このように政権交替を経ながらも形を変えて

PNG外交に残された OPU構想の足跡は，その

後，太平洋島嶼諸国全体での政治同盟の結成が困

難であることがいっそうはっきりすると， PNG 

をメラネシア諸国のみによる政治同盟の結成へと

傾斜させるひとつの甫要な要因となったといえる。

1988年 3月． PNGのイニシアチブによって， PN

G, ソロモン諸島，ヴァヌアツのメラネシア 3カ

国は，政治．経済，文化面での相互協力の推進を

うたったメラネシアン・スピアヘッド・グループ

(Melanesian Spearhead Group)を結成した。この

組織は，主としてニューカレドニア独立問題に関

して SPF内で圧力団体的役割を果たすにとどま

っているか，本来的には， OPU構想に示された

太平洋島嶼諸国による自立的政治同盟への志向を

内包していると考えられよう。こうした PNGに

よる地域協力のイニシアチブの展開は．次にあげ

るように，他の太平洋島嶼諸国，特にポリネシア

諸国との間に軋礫を生むもととなる。

第 2にOPU構想の意味としてあげられるのは，

同構想が．設立以来． 10余年にわたって展開され

てきた SPFによる地域協力のあり方を太平洋島

嶼諸国に対し改めて問い直した点である。ことに．

それまで不問に付されてきた地域的安全保障を

OPU構想が提起したことの は．きわめて深

かったといえよう。結果的に，太平洋島嶼諸国は．

SPFの基本理念に根さした現状の地域協力を維持
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していくことを再確認し， OPU構想を退けたの

であるが，そうしたなかでも，特に地域的安全保

障をめぐって，太平洋島嶼諸国の間に，微妙に異

なった反応が認められた点は注目に値する。 SPF

による地域協力の現状維持を強く支持したSPF創

設メンバーであるポリネシア諸国が，脱アンザス

体制，中立化を基とした OPUの地域的安全保障

概念に決して賛意を表わさなかったのに比べ，ソ

ロモン諸島，ヴァヌアツのメラネシア諸国首脳は，

時としで慎重な表現ながらも．その重要性を認め

る発言を行なっていた(it5）。こうした違いは．後

に1985年の南太平洋非核地帯条約採択の際に．ポ

リネシア諸国とメラネシア諸国との間で．特に核

艦船の寄港問題，すなわちアメリカの核戦力を基

盤としたアンザス体制への依存を容認するか否か，

という問題をめぐっての見解の相違となって表面

化する情6）。これは，メラネシアン・スピアヘッ

ド・グループの結成が，単にポリネシア諸国とメ

ラネシア諸国とのエスニックな対立という次元に

終始するのではなく，地域的安全1呆l笥といったよ

り根本的な地域協力に対する見解の相違を含んで

いることを示唆している点で重要といえよう。

第 3点目としては． OPU構想が．オーストラ

リア，ニュージーランドの域内両大国に対して，

lじ面から太平洋島嶼諸国のみによる地域協力とい

う太平洋島嶼諸国の自立的志向をつきつけた点で

ある a OPU構想が提起された1981年 8月の SPF

会議に出席したオーストラリア副首相アンソニー

(Doug Anthony)は，「新組織結成は結構だが，域

内国であるオーストラリア，ニュージーランド両

国を含んだ構成が必要のはずだ」という趣旨の発

riを行ない（注 7)，構想から除外された両国の焦燥

を明らかにした。 OPU構想ば夫現に至らなかっ

たため，地域協力から排除されるのではないかと
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いう両国の不安は杞憂に終わり，両国がこれによ

ってその地域協力政策を大幅に変更するというこ

とも，この時点では起こらなかった。 しかし， 0

PU構想にホされた太平洋島嶼諸国の自立的志向

は，後の両国の地域協力政策に少なからぬ影響を

与えることになったといえる。

1970年代後半，オーストラリア．ニュージーラ

ンド両国は，太平洋周縁国の登場，より端的には，

いわゆる「ソ連の脅威」に対して警戒心を強め，

援助額の増額や貿易特定協定である南太平洋地域

貿易経済協力協定 (SPRTECA)の交渉といった形

て太平洋島嶼諸国との関係をより緊密化しようと

努めた。しかしこの時期， こういった外的要因に

連動する形で，地域内部においても OPU構想に

具現化された太平洋島嶼諸国の自立的志向という

変化要因が発生しつつあった。 1988年，オースト

ラリアは，地域協力政策をそれまでのパターナリ

スティックともいうべきオーストラリアの主導力

に某づいたものから，太平洋島嶼諸国とのパート

ナーシップの確立をH指すものへと大きく転換し

たが，そこには，外的要因とならんで， OPU構

想に端を発した，メラネシアン・スピアヘッド・

グループに代表されるような太平洋島嶼諸国の目

立的志向という内的要因が深く作用していたと考

えられる。この意味で， OPU構想は，域内大国

の地域協力政策再検討に，直接的ではないにせよ

影孵を及ぼしたといえよう。

OPじ構想は，今では， SPF諸国からは完全に

忘れさられた存在となった。しかし，今改めて 0

PU構想を省みると，それがその後の地域協力の

展開に実は深い意味をもたらしていたことに気が

太平洋統一機構構想と南太平洋フォーラムの地域協力

つかされるのである。今後の SPF地域協力を展

望する際にも， OPU構想が提起したものがどの

ような形で展開されていくのだろうかという点に，

ひとつの重要な鍵があるように思われる。

（注 l) チャンは．その後も折にふれ地域平和維持軍

設 Iよ！：構想を標榜し続けている。 Fry,Peacekeeping in the 

South Pacific……, 3ページ／PacificResearch第 4巻

第 2号． 1991年 5月， 33ページ。

（注 2) この考えが最初に提起されたのは， 1982年10

月． PNG外務次官のマタネ (PauliusMatane)によって

であった，,Fiji Times, 1982年10月22U。

(it :1) SRO構想は，その後． 1987年の SPF会議に

おいて設if.された地域制度協定に関する委員会 (Com・

mittee on Regional Institutional Arrangements)によ

って検討され．その結果， 88年には，アメリカ．イギリ

ス．フランス．日本といった域外諸国をダイアローグ・

パートナーとして SPF会議に招<. SPECをフォーラ

ム事務局 (ForumSecretariat)に改組する． 地域組織

間の協力促進を目的とした南太平洋機構調整委員会

(South Pacific Organisations Co-ordinating Com-

mittcc)を設置する， といった改革かなされた。なお．

現在， 1］本の SPCへの加盟が検討されている。

(i:H) PNGFAR, 1983年 9月． 9ペーシ。

ほ 5) Australian Foreiun A加ir.,・ Rec、.ord,Austra-

lian Department of Foreign Affairs, 1980年10月， 384

ページ／N狐 sDru印， 1980年11月21日／PIM,第53巻第

1号． 1982年 1月． 33ページ／SolomonIslands Govern-

men! Monthly Magazine, 1982年 9月． 2ページ。当初．

慎軍な考えを示していたソロモン諸島首相ケニロレア

(Peter Kenilorea)は．後に地域平和維持軍創設に積極

的支持を表明している。 Vanu(1ilィ［f佐kl_＼'， 1986年 6月

28 1 l,9 

（注 6) 詳しくは． Ogashiwa,Micros/ates and Nu-

clear·•• … ,94~100ページを参照0) こと。

（注 7) PIM,第52巻第10号． 1981年10月． 14ページ。

（広島大学平和科学研究センター助教授）
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